
安全保障・防衛分野における国際協力の必要性
と潜在性がかつてなく高まる中、防衛省・自衛隊
としても、国際協調主義に基づく積極的平和主義
の立場から、わが国の安全及び地域の平和と安
定、さらには国際社会全体の平和と安定及び繁栄
の確保に積極的に寄与していく必要がある。具体

1	 15（平成27）年12月16日、安倍内閣総理大臣は自衛隊高級幹部会同において、「従来の発想にとらわれることなく、大胆に、戦略的な国際防衛協力を進め
てほしい。そのことによって、私が地球儀を俯瞰する視点で展開する、戦略的な外交・安全保障政策の、一翼を担ってもらいたい。」と訓示した。

的には、二国間・多国間の防衛協力・交流を強化
するとともに、グローバルな安全保障上の課題な
どへの取組として、国連PKOや海賊対処行動を
はじめ、国際平和協力活動及び各種任務をより積
極的に推進していくこととしている。

第1節 戦略的な国際防衛協力に向けて

 1 安全保障協力・対話、防衛協力・交流の意義と変遷

アジア太平洋地域の平和と安定は、わが国の安
全保障に密接に関連するのみならず、グローバル
なパワーバランスが変化する中で、国際社会にお
いてもその重要性が増大してきている。この地域
には、大規模な軍事力を有する国家などが集中す
る一方、安全保障面での地域協力の枠組みは十分
に制度化されておらず、また、域内各国の政治・
経済・社会体制の違いが大きく、各国の安全保障
観も多様である。さらに、既存の国際法を尊重せ
ずに力を背景とした一方的な現状変更を図る動き
も増加している。特に、南シナ海などの問題は、
海洋における法の支配、航行自由及び上空飛行の
自由、ひいては東南アジア地域の安定に懸念をも
たらしており、こうした問題への対応が地域の安
定を確保する観点から重要な課題となっている。
こうした中、各国間の信頼を醸成するとともに、
地域共通の安全保障上の課題に対して各国が協調
して取り組む基盤を整えるためにも、国際情勢や
安全保障上の課題を見据えながら、二国間・多国
間で防衛分野の協力・交流をこれまで以上に戦略
的かつ効果的に推進していく、戦略的な国際防衛
協力1の必要性が高まっている。

防衛協力・交流の形態について、従来より、二
国間の対話や交流を通じて、いわば顔が見える関
係を構築することにより、対立感や警戒感を緩和
し、協調的・協力的な雰囲気を醸成する努力が行
われてきた。これに加え、近年では、国際協力の
必要性の高まりに応じて、共同訓練や能力構築支
援、防衛装備・技術協力、さらには物品・役務相
互支援協定などの制度的な枠組みの整備など、多
様な手段を適切に組み合わせ、二国間の防衛関係
を従来の交流から協力へと段階的に向上させてき
ている。

また、域内の多国間安全保障協力・対話も、従
来の対話を中心とするものから域内秩序の構築に
向けた協力へと発展しつつある。こうした二国
間・多国間の防衛協力・交流を多層的かつ実質的
に推進し、地域及びグローバルな安全保障環境の
改善につなげていくことが重要となっている。

資料45（多国間安全保障対話の主要実績（アジア太
平洋地域・最近5年間））、資料47（留学生受入実績

（平成28年度の新規受入人数））
図表Ⅲ-2-1-1（ハイレベルの交流実績（16（平成28）
年6月～17（平成29）年5月））、図表Ⅲ-2-1-2（安全
保障対話・防衛交流）

 参照
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 2 多国間安全保障枠組み・対話における取組

2	 ARFは、政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じ、アジア太平洋地域の安全保障環境を向上させることを目的としたフォーラムで、1994（平成6）年
から開催されている。現在26か国（ASEAN10か国（ブルネイ、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、カンボジ
ア（以上1995（同7）年から）、ミャンマー（1996（同8）年から）に、日本、オーストラリア、カナダ、中国、インド（以上1996（同8）年から）、ニュージー
ランド、パプアニューギニア、韓国、ロシア、米国、モンゴル（以上1998（同10）年から）、北朝鮮（00（同12）年から）、パキスタン（04（同16）年から）、
東ティモール（05（同17）年から）、バングラデシュ（06（同18）年から）、スリランカ（07（同19）年から）を加えた26か国）と1機関（欧州連合（EU：
European	Union））がメンバー国となり、外務当局と防衛当局の双方の代表による各種政府間会合を開催し、地域情勢や安全保障分野について意見交換を
行っている。

拡大ASEAN国防相会議（A
ASEAN Defence Ministers' Meeting

DMMプラス）や、
アジア太平洋地域における安全保障協力枠組みで
あるASEAN地域フォーラム2（A

ASEAN Regional Forum
RF）をはじめと

した多国間枠組みの取組が進展しており、安全保
障・防衛分野における協力・交流の重要な基盤と
なっている。わが国としても、日ASEAN防衛当
局次官級会合や東京ディフェンス・フォーラムを
毎年開催するなど、地域における多国間の協力強
化に寄与してきている。

資料45（多国間安全保障対話の主要実績（アジア太
平洋地域・最近5年間））、資料46（各種協定締結状
況）、資料47（留学生受入実績（平成28年度の新規受
入人数））、資料48（防衛省主催による多国間安全保
障対話）、資料49（その他の国家間安全保障対話など）

 参照

図表Ⅲ-2-1-1 ハイレベルの交流実績（16（平成28）年6月～17（平成29）年6月）

5 回以上
3 回以上
2 回
1 回

ロシア

中国

モンゴル

オーストラリア

カナダ

アメリカ
韓国

インド

マレーシア

サウジ
アラビア

南スーダン

イギリス

フランス
イタリア

インドネシア

タイ ラオス
ベトナム

フィリピン

フィンランド
スウェーデン

トルコ

カンボジア

ニュージーランド

ドイツ
オランダ

スリランカ
ジブチ

※ハイレベル：大臣、副大臣、政務官、事務次官、防衛審議官、各幕僚長を指す。

ヨルダン

オマーン

カタール

モルディブ
シンガポール

ブルネイ

東ティモール

ミャンマー

タイのチャイチャン国防次官（陸軍大将）を表敬する黒江事務次官
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 1 拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）
のもとでの取組

ASEAN諸国においては、域内における防衛当
局間の閣僚会合であるASEAN国防相会議（ADMM）
のほか、わが国を含めASEAN域外国8か国3を加
えた拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）
が開催されている。

ADMMプラスは、ASEAN域外国を含むアジ
ア太平洋地域の国防相が出席する政府主催の唯一

3	 10（平成22）年10月に発足し、ASEAN域外国として、わが国のほか、米国、オーストラリア、韓国、インド、ニュージーランド、中国及びロシアが参加し
ている。

の会議であるため、地域の安全保障・防衛協力の
発展・深化の促進という観点から、極めて大きな
意義があり、防衛省・自衛隊も参加・支援してい
る。なお、ADMMプラスは、閣僚会合のもとに、
①高級事務レベル会合（A

ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting
DSOM）プラス、②

ADSOMプラスWG、③専門家会合（E
Experts’ Working Group

WG）が
設定されている。

EWGにおいて、わが国は積極的に貢献してき
ており、11（平成23）年7月から14（同26）年3

図表Ⅲ-2-1-2 安全保障対話・防衛交流

区分 類　型 意　義 主要な取組

二
国
間

防衛首脳など
ハイレベルの交流

双方の重要な関心事項である地域情勢や国防政策な
どについての率直な意見交換を通じて、相互の信頼・
協力関係の充実・強化の増進を図るとともに、じ後の
交流にはずみをつける。

●防衛大臣と各国国防大臣の対話・相互訪問
●�防衛副大臣、政務官、事務次官、防衛審議官、統幕長、
陸・海・空幕長クラスの対話・相互訪問

防衛当局者間の
定期協議など

国防政策の企画立案者同士が継続的に直接意見を交
換することで、ハイレベルの対話・交流の基礎とする
とともに、当該国との相互の信頼・協力関係の充実・
強化の増進に寄与する。

●局長、審議官クラスの実務者同士による協議
●�統幕、陸・海・空自と関係諸国の統合参謀本部、陸・
海・空軍との間の対話

部隊間の交流
共同訓練や交流行事などを通じて相互の信頼・協力
関係の充実・強化の増進を図る。

●人的交流
●�練習艦隊などの艦艇、航空機の相互訪問、捜索・救難
などに関する共同訓練の実施

留学生の交換

本来的な教育上の目的のほかに、比較的長期の滞在に
よる人的交流を通じて、相手国の防衛政策や部隊の実
態などに対する理解や信頼関係の増進に寄与すると
ともに、人的ネットワークの構築を図る。

●留学生の受入れ
　・�防衛研究所、防衛大学校、陸海空自幹部学校、統合
幕僚学校

●海外の軍関係機関への留学生の派遣

研究交流 研究者の立場からの自由な意見交換を行い、相互理解
を深めるとともに、防衛交流の維持・深化に寄与する。

●�防衛研究所と諸外国の軍関係の研究機関などとの研
究交流

多
国
間

安全保障対話
関係諸国の間で情勢認識・安全保障政策について相
互理解を深め、また、多国間にまたがる課題について
幅広く意見交換や協議を行う。

●�拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）、ASEAN
地域フォーラム（ARF）における対話
�・�専門家会合（海洋安全保障、防衛医学、対テロ、人
道支援・災害救援、平和維持活動、地雷処理、サイ
バー）

●防衛省主催の多国間対話
　・日ASEAN防衛当局次官級会合
　・東京ディフェンス・フォーラム
　・アジア太平洋地域多国間協力プログラム
　・安全保障国際シンポジウム
●国防当局主催の多国間対話
　・アジア太平洋諸国参謀総長等会議（CHOD）
　・太平洋地域陸軍参謀総長等会議（PACC）
　・西太平洋海軍シンポジウム（WPNS）
　・太平洋地域空軍参謀総長等シンポジウム（PACS）
　・豪州陸軍本部長会議（CAEX）
　・アジア太平洋地域情報部長等会議（APICC）
●民間主催の多国間対話
　・IISSアジア安全保障会議（シャングリラ会合）
　・地域安全保障サミット（マナーマ対話）
　・ミュンヘン安全保障会議
　・ハリファックス国際安全保障会議
　・北東アジア協力ダイアログ（NEACD）

共同訓練
セミナーなど

共同訓練、セミナーなどを通じて技量の向上と相互の
信頼・協力関係の充実・強化の増進を図る。

●人的交流
●�災害救援、掃海、潜水艦救難などに関する共同訓練、
セミナーなどの実施

参照》	資料45（多国間安全保障対話の主要実績（アジア太平洋地域・最近5年間））	
資料48（防衛省主催による多国間安全保障対話）、資料49（その他の国家安全保障対話など）

第Ⅲ部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組
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月までの間、シンガポールとともに防衛医学
EWGの共同議長を務めたほか、14（同26）年7
月から17（同29）年3月の間、ラオスとともに人
道支援・災害救援EWGにおいて共同議長を務め
た。人道支援・災害救援EWGにおいては、①被
災国と支援国との間で特定の取極がない状況のも
とで、被災国と支援国との間で解決すべき問題の
確認、②支援外国軍の活動効果を最大化するため
の多国間調整所（M

Multi-National Coordination Center
NCC）に係る標準作業手続書

（S
Standard Operating Procedure
OP）の作成及び③災害救援活動時の撤収判断

基準の手掛かりを提供する撤収事例集の整備を
行った。

当 該SOPは16（ 同28）年9月 に 防 衛 医 学
EWGと共催でタイにて開催した多国間演習

（A
ADMM-Plus Military Medicine – Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise

M-HEx 2016）における指揮所演習を通じて
有効性を検証した後、16（同28）年12月に開催
された人道支援・災害救援EWG会合にて採択さ
れた。

図表Ⅲ-2-1-3（拡大ASEAN国防相会議（ADMMプ
ラス）の組織図及び概要）

 2 ASEAN地域フォーラム（ARF）

外交当局を中心に取り組んでいるARFについ
ても、近年、災害救援活動、海洋安全保障、平和維
持・平和構築といった非伝統的安全保障分野にお
いて、具体的な取組4が積極的に進められており、
防衛省としても積極的に貢献している。例えば、
海洋安全保障分野においては、09（同21）年以来、
海洋安全保障に関する会期間会合（ISM on M

Inter-Sessional Meeting on Maritime Security
S）

が開催5されており、わが国の取りまとめにより、
海洋安全保障分野の能力構築支援に関する「ベス
トプラクティス集」を作成した。また、災害救援
分野においては、同年以来、ARF災害救援実動演
習（ARF-D

Disaster Relief Exercise
iREx）が実施されており（隔年実施）、

防衛省・自衛隊からも、隊員、航空機などを派遣
している。

4	 毎年、外相級の閣僚会合のほかに、高級事務レベル会合（SOM：Senior	Officials’	Meeting）及び会期間会合（ISM：Inter-Sessional	Meeting）が開かれ
るほか、信頼醸成措置及び予防外交に関する会期間支援グループ（ISG	on	CBM/PD：Inter-Sessional	Support	Group	on	Confidence	Building	
Measures	and	Preventive	Diplomacy）、ARF安全保障政策会議（ASPC：ARF	Security	Policy	Conference）などが開催されている。また、02（平成
14）年の閣僚会合以降、全体会合に先立って、ARF防衛当局者会合（DOD：Defense	Officials’	Dialogue）が開催されている。

5	 わが国は11（平成23）年、インドネシア及びニュージーランドとともに第3回会期間会合を東京で共催した。

 3 防衛省・自衛隊が主催している多国間安全
保障対話

（1）日ASEAN防衛担当大臣会合及び「ビエン
チャン・ビジョン」

13（同25）年12月の日ASEAN特別首脳会議
における安倍内閣総理大臣の提案に基づき、14

（同26）年11月、ミャンマーにおいて、初の日
ASEAN防衛担当大臣会合を開催した。人道支
援・災害救援や海洋安全保障といった、非伝統的
安全保障分野における協力について意見交換を
行った本会合は、50年近くに及ぶ日ASEAN友

 参照

図表Ⅲ-2-1-3 拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラ
ス）の組織図及び概要

拡大ASEAN国防相会議
（ADMMプラス）

高級事務レベル会合
（ADSOMプラス）

ADSOMプラスWG
専門家会合
（EWG）

・2年ごとに開催
・閣僚級

＜参加国＞
ASEAN＋豪州、中国、インド、
日本、NZ、韓国、ロシア、米国

・年次開催
・次官・局長級

・年次開催
・課長級

　専門家会合（EWG）の概要
★　7つの特定分野毎に設置
★　ASEAN域外国との共催
★　情報共有、ワークショップ、
セミナーの開催、共同訓練の促進
★　勧告・報告書の提出

①　人道支援・災害救援
②　海上安全保障
③　防衛医学
④　対テロ
⑤　PKO
⑥　地雷処理
⑦　サイバー

ラオスにおける日ASEAN防衛担当大臣会合に参加する稲田防衛大臣
（16（平成28）年11月）

374日本の防衛

第1節戦略的な国際防衛協力に向けて

第
2
章

安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安

安



好・協力の歴史において、初めて日本とASEAN
諸国の防衛担当大臣が一堂に会した画期的な機会
であり、今後の防衛協力強化に向けた重要な一歩
となった。

16（同28）年11月、ビエンチャン（ラオス）に
おいて第2回日ASEAN防衛担当大臣会合が開催
され、同会合において稲田防衛大臣から、日
ASEAN防衛協力の指針としてわが国独自のイニ
シアティブである「ビエンチャン・ビジョン～日
ASEAN防衛協力イニシアティブ～」を提示し、
ASEANのすべての国々から歓迎された。

同ビジョンは、ASEAN全体への防衛協力の方

向性について、透明性をもって、重点分野の全体
像を示した初めてのものである。具体的には、
ASEAN個別の国に加えて、ASEAN全体の能力
向上に資する協力を①法の支配の貫徹、②海洋安
全保障の強化、③多様化・複雑化する安全保障上
の課題への対処、の3点に重点を置いて推進して
いくこととしている。

同ビジョンに基づき、①国際法の実施に向けた
認識共有促進、②能力構築支援、③防衛装備・技
術協力、④訓練・演習、⑤人材育成・学術交流と
いった多様な手段を組み合わせた実践的な防衛協
力を推進するため、防衛副大臣を長とする日

ラオス人民軍の見方：ADMMプラス人道支援・ 
災害救援専門家会合の共同議長国を務めて

Column

Voice

ラオス国防省対外政策局次長　ADMMプラス人道支援・災害救援専門家会合共同議長
陸軍大佐　パイワン・チャンサポンマ

ラオス人民軍が2014年から2016年の間、自衛隊と共に第2期のADMMプラス人道支援・災害救援
専門家会合の共同議長を務めたことは、喜ばしく名誉なことでした。日本は人道支援・災害救援に関す
る先進的な装備、高い専門性や豊富な経験を有する国です。日本と共同議長国を務め、自衛隊の能力構築
支援を通じて知見を得ることができ、また、自然災害による非常事態への効果的な対応を学ぶことがで
きたことは、極めて有意義でした。
共同議長国期間中の会合、ワークショップ、演習調整会合及び机上演習などの成功は、ラオスと日本が

強い責任感と義務感を持って役割を果たしたことによるものです。多国間調整所（MNCC）にかかる標
準作業手続書（SOP）といった重要な文書の起草などの我々の努力が、第2期の共同議長の成功をもたら
しました。
ラオス人民軍は、日本国防衛省による一貫した支援、とりわけ人道支援・災害救援能力構築支援事業

に対し、賞賛と感謝を申し上げます。同事業は、ラオス人民軍が、ADMMプラス参加国と共にタイにお
けるADMMプラス防衛医学・人道支援・災害救援専門家会合共催演習に成功裏に参加できるよう、望
ましい環境を整えてくれました。ラオス人民軍と自衛隊間の関係は、地域と世界の平和、安全及び安定に
貢献するため、さらに強化されていくものと確信しています。

ADMMプラス人道支援・災害救援専門家会合で
議長を務める著者（15（平成27）年8月）

ラオス人民軍き章※	

（16（平成28）年11月ラオス国防省から防衛省に授与）

※　このき章は、ラオスの平和・独立・民主統合及び繁栄への貢献者に贈呈される。
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ASEAN防衛協力検討委員会を16（同28）年12
月に設置し、同委員会を中心に日ASEAN防衛協
力の推進についての検討を進めている。

同ビジョンのもと、17（同29）年5月には米比
共同演習バリカタンについて指揮所訓練に参加す
ると共に、医療・建設プログラムに初めて能力構
築支援の観点からも参加し、訓練と能力構築支援
の組み合わせにより、同じく参加した豪と共に
フィリピンの総合的な人道支援・災害救援能力向
上に貢献した。また、初の日ASEAN協力プログ
ラムとして、同年6月にはシンガポール沖を航行
中の護衛艦「いずも」において、乗艦研修及び海
洋安全保障と人道支援・災害救援のセミナーを組
み合わせた日ASEAN乗艦協力プログラムを実施
したほか、わが国の統合防災演習に全ASEAN諸
国を初めてオブザーバー招へいし、各種プログラ
ムを実施した。

資料50（ビエンチャン・ビジョン～日ASEAN防衛
協力イニシアティブ～）

（2）日ASEAN防衛当局次官級会合
日ASEAN間の次官級の人脈構築を通じた二国

間・多国間の関係強化を図るため、09（同21）年
より毎年、防衛省主催で日ASEAN防衛当局次官
級会合を開催している。

16（同28）年9月に第8回会合が仙台で開催さ
れ、ASEAN諸国及びASEAN事務局の次官クラ
スの参加を得て、「地域における安全保障環境を
向上するために～日ASEANの防衛協力の強化」
と題して、①「地域の安全保障環境の現状」、②

「共通の課題に対する取組」及び③「今後の日
ASEAN防衛協力」の3つのテーマについて、出
席者の間で意見交換を行った。安全保障上の課題
が複雑化し、1か国のみでの対応が困難になって
いること受けて、海洋安全保障、災害救援分野な
どを含む地域における協力の重要性を確認したほ
か、法の支配及び紛争の平和的解決が重要との認
識で一致した。その上で、多様な安全保障問題に
対応するため、ASEAN個々の国との協力に加え、
ASEAN全体の能力強化に資する協力が重要であ
り、この方向性で日ASEAN防衛協力を一層推進
していくとの認識で一致した。

（3）東京ディフェンス・フォーラムなど
防衛省は、1996（同8）年から地域諸国の防衛

政策担当幹部（国防省局長、将官クラス）を対象
とする「アジア太平洋地域防衛当局者フォーラム

（東京ディフェンス・フォーラム）」を毎年開催し、
各国の防衛政策や防衛分野での信頼醸成措置への
取組について意見交換を行っている。

17（同29）年3月に開催された第21回フォー
ラムでは、アジア太平洋地域の24か国に加え、フ
ランス及び英国の計26か国、並びにASEAN事
務局、欧州連合（EU）及び赤十字国際委員会

（ICRC）の参加を得て、①「PKO活動～今後の課
題と協力の在り方」及び②「国防当局が直面して
いる国内の課題」について幅広く議論を行った。

また、01（同13）年より、わが国の安全保障・
防衛政策、自衛隊の現状などに関する理解の促進
を目的に、アジア太平洋地域の国から、主に安全
保障政策の関係者をわが国に招へいしている。

 4 その他

（1）国際機関主催の国際会議
16（同28）年9月にロンドン（イギリス）で開

催された国連PKOサミット・フォローアップ会
合（国防大臣級）では、若宮防衛副大臣が出席し、
セッション「PKOの改善-女性・平和・安全保障」
においてスピーチを行うとともに、同会合に出席
する各国国防大臣などと二国間会談を行い、国連
PKOに加えて地域情勢や安全保障政策について
も意見交換を行った。本会合は、米国の呼びかけ
で行われた14（同26）年9月の第1回PKOサ

 参照

仙台で開催された第8回日ASEAN諸国防衛当局次官級会合に参加した
真辺防衛審議官（左から6人目）（16（平成28）年9月）

376日本の防衛

第1節戦略的な国際防衛協力に向けて

第
2
章

安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安

安



ミット及び15（同27）年9月の第2回PKOサ
ミットのフォローアップとして開催されたもので
あり、約80か国・機関から国防大臣などが参加
した。

（2）民間機関主催の国際会議
安全保障分野においては、政府間の国際会議だ

けではなく、政府関係者、学者、ジャーナリスト
などが参加する民間機関主催の国際会議も開催さ
れ、中長期的な安全保障上の課題の共有や意見交
換などが行われている。主な国際会議として、
I
The International Institute for Strategic Studies
ISS（英国国際戦略研究所）が主催するIISSアジ

ア安全保障会議（シャングリラ会合）6や、欧米に
おける安全保障会議の中でも最も権威ある会議の
一つであるミュンヘン安全保障会議7がある。

17（同29）年2月に開催された第53回ミュン
ヘン安全保障会議には、若宮防衛副大臣が出席し
た。今回の会議には、米国、ドイツ、英国、フラン
スなどから、計600人以上の、各国首脳・閣僚ら
が参加し、欧州情勢、東アジア情勢、国際テロを
はじめとする安全保障上の諸課題について幅広い
議論が行われた。

同年6月に開催された第16回シャングリラ会
合では、稲田防衛大臣が、第2全体セッション

6	 諸外国の国防大臣クラスを集めて防衛問題や地域の防衛協力についての議論を
行うことを目的として開催される多国間会議であり、民間研究機関である英国
の国際戦略研究所の主催により始まった。02（平成14）年の第1回から毎年シ
ンガポールで開催され、会場のホテル名からシャングリラ会合（Shangri-La	
Dialogue）と通称される。

7	 欧米における安全保障会議の中で最も権威ある民間主催の国際会議の一つであ
り、1962（昭和37）年から毎年（例年2月）開催されている。欧州主要国の閣
僚をはじめ、世界各国の首脳や閣僚、国会議員、国際機関主要幹部が例年参加
している。

国連PKOサミット・フォローアップ会合（国防大臣級）において発言する
若宮防衛副大臣（16（平成28）年9月）

第19回CHODにおいてダンフォード米統合参謀議長（右）と	
会談する河野統幕長（左）（16（平成28）年9月）

豪州陸軍本部長会議においてキャンベル豪陸軍本部長（右）と	
握手を交わす岡部陸幕長（左）（16（平成28）年9月）

空軍参謀長等招へい行事（AFFJ）シンポジウムに臨む
若宮防衛副大臣と杉山空幕長（中央）（16（平成28）年10月）

日米英3か国海軍種参謀長級会談において米海軍作戦本部長（左端）及び
英海軍第1海軍卿（右端）と会談する武居海幕長（当時）（中央）

（16（平成28）年10月）
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「ルールに基づく地域秩序の擁護」においてスピー
チを行ったほか、参加国との二国間・三国間会談
を実施し、北朝鮮情勢及び東シナ海・南シナ海情
勢を含む地域情勢や防衛協力などについて意見交
換を行い、各国との今後の協力強化の方策を確認
した。

（3）各軍種間における取組
統幕長は、16（同28）年9月に、アジア太平洋

諸国の参謀総長などが一堂に会し、同地域の安全
保障に係るテーマについて自由に意見交換する第
19回C

Chief of Defense
HOD会議に参加した。参加した29か国

の参謀総長などのうち、米・英・オーストラリア
などを含む19か国の参謀総長などとの二者会談
を実施し、相互の信頼醸成及び安全保障上の関係
の強化を図った。

陸幕長は、同年9月に豪陸軍主催により隔年で
開催されている豪州陸軍本部長会議C

Chief of Army’s Exercise
AEX2016

に参加した。本会議を通じて、アジア太平洋地域
の陸軍参謀長などと同地域の陸軍種の課題などに
ついて幅広い意見交換を行った。

海幕長は、16（同28）年10月に歴史上初の日

米英3か国海軍種参謀長級会談に参加した。本会
談では、海幕長、米海軍作戦本部長及び英海軍第
1海軍卿が一堂に会し、大きく変化する海洋安全
保障環境の改善のため、世界の主要海洋国家であ
る日米英の海軍種が協力して取り組むことで合意
するとともに、3か国共同メッセージを世界に発
信した。

空自は、同年10月に、8か国から計9名の空軍
参謀長や司令官などを招へいし空軍参謀長等招へ
い行事（A

Air Force Forum in Japan
FFJ）を開催した。この行事では、空幕

長との二者懇談、シンポジウム及び入間基地にお
いてC-2輸送機など国産装備品の展示を主体と
した基地見学が行われ、アジア太平洋地域の安全
保障環境の概観、情勢認識及び課題について共有
するとともに、能力構築支援及び防衛装備・技術
協力に関する意見交換を通じ、参加各国の空軍種
間の関係を強化することで意見が一致した。また、
17（同29）年5月、空幕長は、フィリピンで行わ
れたフィリピン空軍シンポジウムにおいて、人道
支援・災害救援に関する講演を行い、参加した米
空軍第5空軍司令官及びASEAN諸国の空軍参謀
長などとの情報共有及び関係強化を図った。

 3 能力構築支援をはじめとする実践的な多国間安全保障協力の推進

わが国を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさ
を増しており、一国で自国の平和と安定を維持す
ることはできず、国際社会が一致して国際的な課
題解決に取り組むことが不可欠となっている。こ
のような中、特に、安全保障・防衛関連分野にお
ける能力構築支援（キャパシティ・ビルディング）
の重要性が高まっている。このため、東南アジア
諸国をはじめとする各国防衛当局から、防衛省に
対し、国際会議や二国間会議などの様々な機会を
捉え、自国の能力構築への支援要請や協力への期
待が寄せられている。防衛省・自衛隊は、能力構
築支援をはじめとした、より実践的かつ多様な手
段を組み合わせることにより、防衛協力・交流の
一層の強化・深化を図っている。

 1 能力構築支援への積極的かつ戦略的な取組

（1）能力構築支援実施の意義
能力構築支援に取り組むことは、①支援対象国

が自らグローバルな安全保障環境の改善に貢献す
ることを可能にする、②支援対象国との二国間関

能力構築支援（キャパシティ・
ビルディング） とは

平素から継続的に安全保障・防衛関連分野における人材育
成や技術支援などを行い、支援対象国自身の能力を向上さ
せることにより、地域の安定を積極的・能動的に創出し、
グローバルな安全保障環境を改善するための取組である。
特に、安全保障・防衛分野（人道支援・災害救援、地雷・
不発弾処理、防衛医学、海洋安全保障、国連平和維持活動
など）においては、防衛省・自衛隊は自らが有する能力を
活用して他国の軍・軍関係機関に対する支援を実施してい
る。

KeyWord
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係の強化が図られる、③米国や豪州などの他の支
援国との関係強化につながる、④地域の平和と安
定に積極的・主体的に取り組むわが国の姿勢が内
外に認識されることにより、防衛省・自衛隊及び
日本全体への信頼が向上する、といった意義があ
る。また、こうした取組は自衛隊自体の能力向上
にもつながるものである。

（2）具体的な活動
能力構築支援事業は、12（平成24）年に開始し

て以来これまでアジア・大洋州地域を中心に、12
か国に対し、人道支援・災害救援、PKO、海洋安全
保障、国際法などの分野で支援を行ってきている。

図 表 Ⅲ-2-1-4（ 能 力 構 築 支 援 の 最 近 の 取 組 状 況
（2016.6～2017.6））、図表Ⅲ-2-1-5（能力構築支援
の活動実績）、資料51（能力構築支援の実績）

防衛省・自衛隊による活動には、講義や実習な

ど、規模が大きく体系的な人材育成などを行うた
め、比較的長期にわたり、事務官、自衛官、N

Non–Governmental Organization
GO

などの要員からなるチームを派遣する長期派遣事
業と、セミナーにおける講義などを行うため、知
見を有する自衛官などを短期間派遣する短期派遣
事業がある。また、要員の招へいとして、相手国
側の実務者などを招待し、わが国において自衛隊
が実施している教育訓練などを視察・研修させて
いる。

長期事業では、これまでも実施してきたモンゴ
ルに対する道路構築などの施設分野に関する技術
指導、東ティモールに対する豪軍主催の訓練

「HARII HAMUTUK」における施設分野での支
援に加え、18（同30）年にアジア太平洋経済協力

（A
Asia-Pacific Economic Cooreration

PEC）の議長国となるパプアニューギニアに
対する軍楽隊支援を実施した。

短期派遣事業では、ミャンマーでの航空気象、

 参照

図表Ⅲ-2-1-4 能力構築支援の最近の取組状況（2016.6～2017.6）

モンゴル

施設

ラオス

人道支援・災害救援

ベトナム

飛行安全、航空医学、
航空救難

カザフスタン

衛生

ミャンマー

人道支援・災害救援
潜水医学
航空気象
国際航空法

インドネシア

海洋学
海洋に関する国際法

パプアニューギニア

軍楽隊育成

フィリピン

人道支援・災害救援
艦船ディーゼル・エンジン整備
　　　　衛生分野（※）

カンボジア

施設東ティモール

※米国及びオーストラリアとの連携事業

人道支援・災害救援
（車両整備）

施設（※）

マレーシア

人道支援・災害救援

タイ

飛行安全
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国際航空法及び潜水医学、ラオスでの人道支援・
災害救援、フィリピンでの人道支援・災害救援及
び艦船ディーゼル・エンジン整備、米比共同演習

（バリカタン17）の医療プログラムにおける衛生
分野での支援、ベトナムでの飛行安全、航空医学
及び航空救難、マレーシア及び東ティモールにお
ける人道支援・災害救援、インドネシアでの海洋
に関する国際法、タイでの飛行安全について、そ
れぞれセミナーを実施するとともに、カンボジア
に対する施設分野に関する研修、パプアニューギ
ニアに対する軍楽隊支援を実施した。

招へい事業では、ミャンマー及び東ティモール
の要員に対しての人道支援・災害救援に関する研

修、パプアニューギニアの要員に対しての軍楽隊
に関する研修、インドネシアの要員に対しての海
洋学に関する研修、ベトナムの要員に対しての航
空医学に関する研修に加え、中央アジアで初めて
となるカザフスタンの要員に対しての衛生に関す
る研修を初めて実施した。

（3）関係各国との連携
地域の安全保障環境の安定化を図る上で、他の

支援国との協力が必要不可欠であり、特に日米豪
間では能力構築支援が重要な取組の一つとなって
いる。

日米間においては、15（同27）年4月の日米安全

図表Ⅲ-2-1-5 能力構築支援の活動実績

国 年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

東ティモール 
人道支援・災害救援

施設

カンボジア 施設

ベトナム 

潜水医学 潜水医学 潜水医学
PKO PKO

飛行安全 飛行安全 飛行安全
人道支援・災害救援

国際航空法
航空医学

インドネシア 
海洋学 海洋学

国際航空法
海洋に関する国際法

モンゴル 
衛生

施設

ミャンマー 

人道支援・災害救援
潜水医学
航空気象

国際航空法

パプアニューギニア 
人道支援・災害救援

軍楽

フィリピン 

人道支援・災害救援
国際航空法

艦船ディーゼル・�
エンジン整備

マレーシア 
国際航空法

人道支援・災害救援

ラオス 人道支援・災害救援

タイ 
国際航空法
飛行安全

カザフスタン 衛生

ASEAN諸国 人道支援・災害救援
（注）　 の事業は我が国単独事業　 の事業は他の支援国との連携により実施した事業　緑字はASEAN加盟国
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保障協議委員会の共同発表において、地域の平和・
安定・繁栄のため、能力構築支援を含めた両国の
協力の継続的かつ緊密な連携強化を明記しており、
さらに、16（同28）年9月及び17（同29）年2月の
日米防衛相会談においては、地域の安定化に資す
る取組として、能力構築支援などを通じた南シナ
海への関与を強化していくことで一致している。

日豪間においては、13（同25）年7月から9月、
15（同27）年2月から16（同28）年8月、同年8
月から18か月間（予定）の3回にわたり、それぞ
れ豪国防省職員1名を防衛省国際政策課の能力構
築支援室で受け入れ、これに対し、15（同27）年
7月から9月、16（同28）年8月から1年間（予
定）の2回、それぞれ防衛省職員1名を豪国防省
に派遣している。

さらに、同年8月の日豪防衛相会談においては、
能力構築支援などの広範な分野で日豪防衛協力が
進化してきていることを歓迎し、今後もこれをさ
らに強固に発展させていくことで一致した。また、

本年1月の日豪首脳会談において、能力構築支援
を含め、より深い防衛協力を本年に追求するよう
両国の防衛大臣に指示することを確認した。これ
を受け、本年4月の日豪防衛相会談において、能
力構築支援分野における日豪連携をさらに深める
ため、防衛当局間で協議を立ち上げることで一致
した。

日米豪間においても、15（同27）年5月の日米
豪3か国防衛相会談において、海洋安全保障分野
における継続的な3か国協力を進めることで合意
した。具体的協力として、東ティモールにおける豪
軍主催の能力構築支援事業「HARII HAMUTUK」
に15（同27）年10月及び16（同28）年10月の
2回、自衛隊と米軍がともに参加し、東ティモー
ル軍工兵部隊に対し建設などに係る施設分野の技
術指導を実施した。また、13（同25）年5月、15

（同27）年3月及び16（同28）年3月のベトナム
における潜水医学セミナーに米豪両国から専門家
が参加した。

パプアニューギニアに軍楽隊を
～陸自初の音楽にかかる能力構築支援事業に参加～

Column

Voice

陸自中央音楽隊（東京都練馬区）　1等陸尉　守
もり

屋
や

　陽
よう

介
すけ

パプアニューギニア軍に対する能力構築支援は、平
成30年にパプアニューギニアで開催されるAPEC首
脳会談の各種式典において各国国歌を演奏することを
目標として、軍楽隊をゼロから育成するため28年か
ら開始されました。私は、29年1月から教官5名の
チームリーダーとしてパプアニューギニアに派遣さ
れ、軍楽隊要員42名に対し楽器奏法、音楽理論、ソル
フェージュ（読譜や音感の訓練）を教育しました。
訓練生のほとんどはドレミという言葉も馴染みがな

い状態で教育を開始しました。APEC参加国すべての
国歌を式典で演奏するためには相当な技術が必要です
が、APECまで約1年半と迫っており、私たちが帰国し一時不在とする間にも効果的な訓練が続けられる
よう、基礎を徹底的に練習しました。地味で退屈な基礎の練習はかなり辛かったはずですが、彼らは常に
熱心で、貪欲に知識や技術を吸収し、着実にレベルアップしてくれました。半年後に我々が再び派遣され
るころには、彼らの演奏技術はさらに上達しており、本格的な演奏の指導に取りかかることができるは
ずです。
APECでの演奏はとても大きな目標ですが、多くの国民に愛される素晴らしい軍楽隊として成長し、い

つか私たちと同じステージで演奏できることを期待しています。

合奏訓練の様子
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さらに、日英間においても、16（同28）年1月
の日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）共同声明
に、特に海洋安全保障、海洋安全、海洋保全及び
サイバーセキュリティにおいて東南アジア諸国の
能力構築のためのさらなる連携を追求する旨が明
記され、同月、両国は人道支援・災害救援に関す
るASEAN諸国向けセミナーをフィリピンで共催
し、防衛省による国際緊急援助活動の取組実績及
び同分野の能力構築支援について共有を図った。

このように、能力構築支援を実施している関係
各国との緊密な連携を図り、相互に補完しつつ、
効果的・効率的に支援を実施していくことが重要
である。

 2 パシフィック・パートナーシップ

07（同19）年より行われているパシフィック・
パートナーシップ（P

Pacific Partnership
P）は、米海軍を主体とする

艦艇が域内各国を訪問して、医療活動、施設補修
活動及び文化交流などを行い、各国政府、軍、国
際機関及びNGOとの協力を通じ、参加国の連携
強化や国際平和協力活動の円滑化などを図る活動
である。

わが国は、07（同19）年以降、自衛隊医療要員
や部隊などを派遣しており、16（同28）年は東
ティモール、ベトナム、パラオ及びインドネシア
に自衛隊医療要員、陸自施設要員及び海自艦艇を
派遣し、活動した。17（同29）年はスリランカに

おいて、女性・平和・安全保障（W
Women, Peace and Security

PS）に関する
セミナーを主催するとともに、マレーシア及びベ
トナムに自衛隊医療要員、陸自施設要員及び海自
艦艇を派遣し、活動した。

 3 多国間共同訓練

（1）アジア太平洋地域での多国間共同訓練の意義
防衛省・自衛隊は、アジア太平洋地域において、

従来から行われていた戦闘を想定した訓練に加
え、人道支援・災害救援、非戦闘員退避活動

（N
Non-combatant Evacuation Operation

EO）などの非伝統的安全保障分野を取り入れ
た多国間共同訓練に積極的に参加している。こう
した訓練への参加は、自衛隊の各種技量の向上に
加え、関係国間との協力の基盤を作る上で重要で
あり、今後も、積極的に取り組んでいく。

資料52（多国間共同訓練の参加など（最近3年間））

（2）多国間共同訓練への取組
ア　多国間共同訓練の主催・参加

自衛隊は、フランス艦隊「ジャンヌ・ダルク」
の訪日に合わせ17（同29）年5月にわが国周辺
海域及びグアム・テニアンで実施された日仏英米
共同訓練に参加した。

また、同年1月から2月の間、米・タイ共催の
多国間共同訓練（コブラ・ゴールド）に参加し、
海賊対処行動及び諸外国の軍隊などに対する協力
支援活動などに関する指揮所演習、在外邦人等保
護措置にかかる実動訓練、人道・民生支援活動の
衛生部門及び建設部門に参加した。

海自は、16（同28）年6月から8月の間、ハワ
イ及び米国西海岸の周辺海空域における米海軍主
催多国間共同訓練（RIMPAC2016）及び同年9
月にダーウィン（オーストラリア）周辺海域にお
けるオーストラリア海軍主催多国間共同訓練（カ
カドゥ16）に参加した。さらに、17（同29）年3
月には護衛艦「てるづき」がマレーシア海軍主催
多国間訓練に、同年5月には護衛艦「いずも」及
び「さざなみ」がシンガポール海軍主催多国間訓
練に参加した。

空自は、16（同28）年12月にミクロネシア連
邦などにおいて人道支援・災害救援共同訓練（オ

 参照

ミャンマー空軍に対して能力構築支援（航空気象分野）の一環として
気象図作成要領について教育する空自隊員（17（平成29）年2月）

382日本の防衛

第1節戦略的な国際防衛協力に向けて

第
2
章

安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安

安



ペレーション・クリスマス・ドロップ）に参加し
たほか、17（同29）年2月にはグアムにて日米豪
共同訓練（コープ・ノース・グアム17）及び日米
豪人道支援・災害救援共同訓練を共催した。
イ　多国間における机上演習など

01（同13）年9月、わが国で行った第4回日露
捜索・救難共同訓練にアジア太平洋地域の8か国
からオブザーバー参加を得て以来、諸外国からの
オブザーバーの招へいにも取り組んでいる。

また、陸自は、02（同14）年以降、多国間協力
の一環として、毎年、アジア太平洋地域多国間協
力プログラム（M

Multinational Cooperation program in the Asia Pacific
CAP）を主催し、関係各国の実

務者を招へいしている。16（同28）年には、22か

8	 普遍的価値：国家安全保障戦略においては、「自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配など」を普遍的価値としている。

国及び国際機関からの参加を得て、「大規模震災
における陸軍種の役割」をテーマとしたグループ
討議及び熊本の被災地域の研修などを行った。

 4 各国との防衛協力・交流の推進

安全保障分野での協力・交流を推進するに際し
て、相手国の実情や日本との関係なども踏まえつ
つ、最適な手段を組み合わせて強化していく必要
性があり、多国間の枠組みでの包括的な取組のみ
ならず、二国間での防衛協力・交流が重要となる。

 1 日豪防衛協力・交流

（1）オーストラリアとの防衛協力・交流の意義な
ど

オーストラリアは、ともに米国の同盟国とし
て、普遍的価値8のみならず戦略的利益や関心を
共有するわが国にとってアジア太平洋地域の「特
別な戦略的パートナー」である。特に近年、両国

はアジア太平洋地域において責任ある国として、
災害救援や人道支援活動などの分野を中心とした
相互協力や、能力構築支援に関する協力を強化し
ている。

日豪間の防衛協力はカンボジアPKO（U
United Nations Transitional Authority in Cambodia

NTAC）
での協力に始まり、国連東ティモール統合ミッ
ション（U
United Nations integrated Mission In Timor-Leste

NMIT）「イラク復興支援」や各種国際
緊急援助活動などで協力実績を積み重ねてきた。
11（平成23）年3月のわが国における東日本大震
災の際には豪軍は保有する4機の輸送機のうち3
機をわが国に派遣して、支援任務に従事した。国
連南スーダン共和国ミッション（U

United Nations Mission in the Republic of South Sudan
NMISS）にお

いては、17（同29）年1月からUNMISSの業務
を行うため派遣された豪軍要員2名を日本隊宿営

タイにおいて行われたコブラゴールドのオープニングセレモニー
（17（平成29）年2月）

リムパック2016において米海軍空母J.C.ステニス（中央左端）を中心に
陣形を組む参加国艦艇（空母の後方は海自護衛艦「ひゅうが」）

（16（平成28）年7月）

コープ・ノース・グアム17において米空軍B1爆撃機（左端）を先頭に
編隊飛行を行う参加部隊の航空機

（B1の右下が空自F-15戦闘機及びF-2戦闘機）（17（平成29）年2月）
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地に受け入れるなど、その協力の度合いは、より
実践的なものに深まってきている。

このような日豪防衛協力の深化を背景に、日豪
両国は07（同19）年、米国以外では初の安全保障
に特化した共同宣言である「安全保障協力に関す
る日豪共同宣言」を発表したほか、これまでに日
豪物品役務相互提供協定（A

Acquisition and Cross-Servicing Agreement
CSA）9や日豪情報保

護協定、日豪防衛装備品・技術移転協定といった
協力の基盤を整備してきている。

日豪ACSAについては、両国の防衛協力・交流
のさらなる進展などにより自衛隊が豪軍と共に活
動するケースが拡大していることやわが国におけ
る平和安全法制の整備を踏まえ、17（同29）年1
月、物品又は役務の提供が可能な場面などを拡大
する新たな協定に両国が署名し、その後、関連法
令を整備した。

地域における平和と安定の維持に共に貢献する
意思と能力を兼ね備えた「特別な戦略的パート
ナー」であるオーストラリアとは今後とも引き続
き協力関係を深めていく。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
16（同28）年8月、稲田防衛大臣は着任以来初

めて東京に外国の国防大臣を迎えた防衛相会談を
ペイン豪国防大臣との間で実施した。会談におい
て両大臣は、北朝鮮、東シナ海、南シナ海情勢を
含む地域情勢について意見交換するとともに、日
豪防衛協力が能力構築支援、共同訓練や部隊間交
流などを通じて広範な分野かつあらゆるレベルで
深化してきていることを歓迎し、今後とも日豪防
衛協力をさらに強固に進展させていくことで一致
した。

17（同29）年1月、シドニー（オーストラリア）
を訪問した安倍内閣総理大臣はターンブル豪首相
と日豪首脳会談を実施した。この会談において、
両首脳は、日豪の「特別な戦略的パートナーシッ
プ」がこれまでになく強く、また重要となってい
ることを確認し、共同訓練や能力構築支援などの
分野で防衛協力をさらに深化させることで一致す

9	 正式名称：日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
現行の適用対象となる活動に加え、①国際連携平和安全活動、②国際平和共同対処事態、③重要影響事態、④武力攻撃事態等及び⑤存立危機事態における活
動のほか、⑥在外邦人等の保護措置、⑦海賊対処行動、⑧機雷等の除去及び⑨情報収集活動についても新たにその適用対象となる。

るとともに、両首脳の立ち会いのもと、自衛隊と
豪軍の間での相互の後方支援をより円滑にするた
めの新たな日豪ACSAの署名が行われるなど幅
広い分野で成果があった。

また、日豪間の共同運用と訓練を円滑化すべ
く、行政的、政策的及び法的手続を相互に改善す
る協定に関し、この交渉を可能な限り早期に、望
ましくは17（同29）年に妥結することへの期待
が表明された。

さらに、同年4月に東京にて開催された日豪「2
＋2」においては、18（同30）年の日本における
空自及び豪空軍の戦闘機が参加する共同訓練の実
施の追求を含む、日豪防衛協力のさらなる強化の
ための一連の新たなイニシアティブを特定した。

16（同28）年7月から8月には空自が豪空軍主
催多国間共同演習と並行して実施されたオブザー
バー・プログラムへ参加し、同年9月には、海自
の護衛艦及び航空機が豪海軍主催多国間海上共同
訓練に参加した。さらに17（同29）年1月には海
幕長が、同年2月には空幕長がそれぞれオースト
ラリアを訪問し、豪側のカウンターパートと会談
を実施するなど、相互理解及び信頼関係のさらな
る増進を図っている。

資料53（最近の日豪防衛協力・交流の主要な実績（過
去3年間））

（3）日米豪の協力関係
日本とオーストラリアは、ともに米国の同盟国

 参照

日豪防衛相会談に臨む稲田防衛大臣（16（平成28）年8月）
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であると同時に、普遍的価値を共有しており、ア
ジア太平洋地域及び国際社会が直面する様々な課
題の解決のため、緊密に協力している。このよう
な協力を効果的・効率的なものとするためには、
地域の平和と安定のために不可欠な存在である米
国を含めた日米豪3か国による協力を積極的に推
進することが重要である。

07（同19）年4月以降、計8回にわたって、3か
国の局長級会合である日米豪安全保障・防衛協力
会合（S
Security and Defense Cooperation Forum

DCF）が行われている。
16（同28）年10月に実施されたSDCFにおい

て、日米豪の3か国で共同訓練及び運用に係る協
力活動を実施するに際し、秘密情報の3 か国間に
おける共有を迅速に行うことを可能とする「日米
豪防衛当局間情報共有取決め」に署名した。今後
は、この取決めを活用し、日米豪3 か国間の連携
をさらに緊密なものにしていく。

さらに、17（同29）年6月の第16回シャング
リラ会合の際に実施された日米豪防衛相会談にお
いては、共同訓練、運用、能力構築支援を含め、日
米豪防衛協力のさらなる進展を図っていくことで
一致した。

また、訓練・演習では、空自が16（同28）年
12月に日米豪人道支援・災害救援共同訓練（オ
ペレーション・クリスマス・ドロップ）に参加し、
17（同29）年2月に日米豪共同訓練（コープ・
ノース・グアム）を共催したほか、陸自が同年5
月に米豪軍との実動訓練（サザン・ジャッカルー）
に参加するなど、日米豪3か国間での様々な訓
練・演習の機会を通じて、相互理解及び相互運用
性を高める努力を続けている。

 2 日韓防衛協力・交流

（1）韓国との防衛協力・交流の意義など
韓国は、わが国にとって戦略的利益を共有する

最も重要な隣国であり、地政学的にもわが国の安
全保障にとって極めて重要な国である。また、米
国の同盟国として、その戦略的利害関係の多くが
共通している。このため、時に困難な問題が起き
るとしても、両国が安全保障面において緊密に連
携することは、アジア太平洋地域における平和と

安定にとって大きな意義がある。
さらに、日韓両国が直面している安全保障上の

課題は、北朝鮮の核・ミサイル問題のみならず、
テロ対策やPKO、大規模自然災害への対応、海賊
対処、海洋安全保障など、広範にわたる複雑なも
のとなってきている。こうした安全保障上の課題
に両国が効果的に対応していくためには、相互理
解・信頼醸成の増進のための交流にとどまらず、
より広範かつ具体的な防衛協力を行っていくこと
が必要であり、今後、ACSAの締結が重要である。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
ア　全般

韓国との防衛協力・交流は、15（同27）年以降、
防衛大臣、幕僚長などのハイレベル交流から部隊
間交流まで含めた様々なレベルで再活性化しつつ
ある。

特に、北朝鮮の核・ミサイル問題に対処してい
く上では、韓国との安全保障・防衛分野での協力
強化が必要であるところ、北朝鮮による核実験及
び弾道ミサイル発射に際し、16（同28）年1月、
2月、9月、17（同29）年3月及び5月に日韓防衛
相電話会談が速やかに行われ、北朝鮮の核・ミサ
イル問題に関し、両国間で緊密に連携することが
できている。

また、同年6月、第16回シャングリラ会合に際
して、日韓防衛相会談を行い、両大臣は、北朝鮮
による核実験及び弾道ミサイル発射に際し、日韓
防衛相電話会談の実施など緊密な対応を図ってい
ることを評価するとともに、日韓・日米韓の緊密
な連携・協力が重要であるとの認識で一致した。
また、日韓防衛協力・交流について意見交換を行
い、防衛当局間の対話、艦艇・航空機の相互訪問
などを含め、協力を進展させていくことで一致し
ており、今後の二国間協力・交流の一層の進展が
期待される。
イ　日韓秘密軍事情報保護協定締結について

日韓の防衛当局間において、14（同26）年12
月に署名した「日米韓情報共有に関する防衛当局
間取決め」に基づき、米国を経由する形で北朝鮮
の核・ミサイルに関する秘密情報の交換・共有を
行ってきた。他方、北朝鮮により頻繁に繰り返さ
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れる弾道ミサイルの発射や核実験など、北朝鮮を
巡る情勢がさらに深刻化していることを踏まえ、
日韓間の協力をさらに進めるべく、16（同28）年
11月、日韓秘密軍事情報保護協定を締結した。こ
れにより、日韓政府間で交換される秘密情報が適
切に保護される枠組みが整い、両国政府間でさら
に円滑かつ迅速な情報交換が行われることが期待
される。

資料54（最近の日韓防衛協力・交流の主要な実績（過
去3年間））

（3）日米韓の協力関係
日米韓3か国は、この地域の平和と安定に関し

て共通の利益を有しており、機会を捉えて緊密に
連携を図っていくことが、北朝鮮問題を含めた
様々な安全保障上の課題に対処する上で重要であ
る。

日米韓3か国では、シャングリラ会合に合わせ
て日米韓防衛相会談を実施しているほか、実務レ
ベルでは、日米韓防衛実務者協議（D

Defense Trilateral Talks
TT）の枠組

みにおける局長級・課長級の協議及びテレビ会議
の実施、参謀総長級会談などを通じて、様々なレ
ベルで緊密に情報共有を図りつつ連携してきてい
る。

直近では、17（同29）年6月、第16回シャング

リラ会合に際して、日米韓防衛相会談を行い、北
朝鮮の核・弾道ミサイル計画を地域及び世界の安
全保障に対する喫緊の脅威であるとの認識で一致
した。また、3か国防衛協力について、ミサイル警
戒訓練をはじめとする近年の共同訓練の取り組み
について進展を評価し、今後も実施していく方向
性を確認した。実務レベルにおいては、同年4月、
東京において局長級協議を実施し、北朝鮮に対し
核及び弾道ミサイル開発計画を放棄し、地域の緊
張を高めるだけである挑発行為を停止するととも
に、国際的な義務や約束を遵守するよう求めた。
参謀総長級のレベルにおいても、統幕長が、16

（同28）年10月、米国を訪問し日米韓参謀総長等
会談に参加し、増大する北朝鮮の核及びミサイル
の脅威に対応するための3か国による協力につい
て議論を行っている。

また、16（同28）年6月、11月、17（同29）年
1月及び3月に日米韓弾道ミサイル情報共有訓練
を実施するとともに、16（同28）年10月には海
上阻止訓練を、17（同29）年4月には対潜戦訓練
を日米韓の共同訓練としては初めて実施するな
ど、日米韓の協力関係はより実質的な関係へと深
化しており、今後も様々な機会を活用して、あら
ゆる分野において日米韓3か国の安全保障協力を
強化していくことが求められている。

 参照

第3回日米韓参謀総長等会談（日米韓CHOD）

Column

解説

平成28年10月、統幕長は、米国を訪問して日米韓
参謀総長等会談に参加し、米国統合参謀本部議長及び
韓国合同参謀本部議長と会談しました。本会談では、
北朝鮮による同年9月9日の核実験や累次の弾道ミサ
イル発射などに対応するための3か国協力について議
論し、地域の平和と安定を強化するため、さらなる協
力を継続して行っていくことで一致しました。
本会談は、26年7月にハワイにおいて第1回目が開

催されて以来3回目となりますが、参謀総長級に加え
て、米太平洋軍司令官及び米韓連合軍司令官も同席し
て開催されたのは今回が初めてです。

右からハリス米太平洋軍司令官、河野統幕長、	
ダンフォード米統合参謀本部議長、イ韓国合同参謀本部議長、

ブルックス米韓連合軍司令官
日米韓参謀総長等会談に参加する河野統幕長	

【米統合参謀本部提供】
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 3 日印防衛協力・交流

（1）インドとの防衛協力・交流の意義など
インドは、世界最大となることが見込まれてい

る人口と、高い経済成長や潜在的経済力を背景に
影響力を増しており、わが国と中東、アフリカを
結ぶシーレーン上のほぼ中央に位置するなど、地
政学的に極めて重要な国である。また、インドと
わが国は、普遍的価値10を共有するとともに、ア
ジア及び世界の平和と安定、繁栄に共通の利益を
有しており、特別な戦略的グローバル・パート
ナーシップを構築している。このため、近年、日
印両国は安全保障分野での関係も強化している。

日印間の防衛協力・交流は、08（同20）年10
月に「日印間の安全保障協力に関する共同宣言」
が署名されて以来着実に深化し、防衛大臣、幕僚
長などの各レベルでの協議や、二国間及び多国間
の訓練を含む軍種間交流などが定期的に行われて
いる。また、14（同26）年9月には、日印防衛協
力及び交流の覚書が、15（同27）年12月には、
日印防衛協力・交流の制度上の基礎をさらに整備
する「防衛装備品・技術移転協定」及び「日印秘
密軍事情報保護協定」がそれぞれ署名され、地域
やグローバルな課題に対応できるパートナーとし
ての関係とその基盤が強化されている。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
16（同28）年7月の日印防衛相会談において、

両国の大臣は日印防衛交流の重要性を再確認する
とともに、翌年以降のマラバールを日米印3か国
主催の訓練として実施することや、人道支援・災
害救援分野における訓練へのオブザーバー参加を
はじめ幅広い分野で交流を積み重ね、連携強化を
図ることで一致した。さらに、両大臣は同月の比
中仲裁判断の結果に言及し、海洋の安全と安定を
確保することの重要性を再確認した。また、17

（同29）年5月には、ジャイトリー印国防大臣が
訪日し、共同訓練や各種部隊間交流などをさらに
推進していくことで一致した。

各軍種においても、16（同28）年11月の陸軍

10	 脚注8参照

種幕僚対話及び17（同29）年4月の陸幕長訪印、
16（同28）年12月の海軍参謀長訪日、同年同月
の空幕長訪印をはじめとする様々な機会に軍種間
協力・交流の推進に向けた具体策や方向性に関す
る協議が行われた。日印両首脳も同年11月に行
われた首脳会談の共同声明で「全ての3軍種にお
いて組織間をつなぐ幅広い対話メカニズムが整備
された」として、これらの協議を歓迎した。

演習・訓練などでは、16（同28）年6月、海自
が佐世保から沖縄東方海域におけるマラバール
2016に参加したほか、同年12月、海賊対処行動
からの帰投の機会に印海軍艦艇との間で親善訓練
を実施した。

さらに、同年7月の空自の KC-767空中給油・
輸送機による訪印や同年12月の陸軍種間におけ
る対テロ分野の専門家交流、さらに、17（同29）
年3月のインド空軍ヘリコプター搭乗員による空
自救難部隊訪問など、各軍種間の交流も活発化し
ている。

資料55（最近の日印防衛協力・交流の主要な実績（過
去3年間））

 4 日中防衛交流・協力

（1）中国との防衛交流・協力の意義など
わが国と中国との安定的な関係は、アジア太平

洋地域の平和と安定に不可欠の要素であり、大局
的かつ中長期的見地から、安全保障を含むあらゆ
る分野において、日中で「戦略的互恵関係」を構
築し、それを強化できるよう取組んでいく必要が
ある。特に、中国が、地域の平和と安定及び繁栄
のために責任ある建設的な役割を果たし、国際的
な行動規範を遵守し、急速に拡大する国防費を背
景とした軍事力の強化に関して、透明性を向上さ
せるよう引き続き促していく。その一環として、
防衛交流の継続・促進により、中国の軍事・安全
保障政策の透明性の向上を図るとともに、不測の
事態の発生の回避・防止のための枠組みの構築を
含めた取組を推進する。

 参照
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（2）最近の主要な防衛交流実績など
日中防衛交流は、12（同24）年9月の尖閣三島

（魚釣島、南小島、北小島）の取得・保有以降、停
滞していたが、14（同26）年後半以降、交流が
徐々に再開している。

15（同27）年11月には、ADMMプラスに際し
て、4年5か月ぶりとなる日中防衛相会談が実施
され、日中間の諸問題について率直な意見交換を
行うとともに、「日中防衛当局間の海空連絡メカ
ニズム」の早期運用開始を始めとし、日中防衛交
流を発展させていくことが重要であるとの認識で
一致した。不測の衝突を回避し、海空域における
不測の事態が軍事衝突や政治問題に発展すること
を防止することを目的とする「日中防衛当局間の
海空連絡メカニズム」については、16（同28）年
9月の日中首脳会談においても、早期に運用開始
するため、協議を加速することで一致し、同年11
月には、同メカニズムに関する第6回共同作業グ
ループ協議が開催された。これらの協議を通じ、
同メカニズムの早期運用開始に向け、その具体的
内容について中国側と調整を継続している。

また、日中高級事務レベル海洋協議について
は、16（同28）年9月及び12月に、第5回及び第
6回会議を実施したほか、同年11月に第14回日
中安保対話が開催された。

今後も、「戦略的互恵関係」構築の一環として、
様々なレベル・分野における対話を通じて、日中
間の信頼関係・相互理解の増進に努めるととも
に、海賊対処など非伝統的安全保障分野における
具体的な協力を積極的に推進することが必要であ
る。

資料56（最近の日中防衛交流・協力の主要な実績（過
去3年間））

 5 日露防衛交流・協力

（1）ロシアとの防衛交流・協力の意義など
ロシアは、欧州、中央アジア及びアジア太平洋

地域の安全保障に大きな影響力を持ち、かつ、わ
が国の重要な隣国でもあることから、日露の防衛
交流を通じて信頼関係を増進させることが極めて
重要である。防衛省・自衛隊は、様々な分野で日

露関係が進展する中、1999（同11）年に作成さ
れた日露防衛交流に関する覚書（06（同18）年改
定）に沿って、各種の防衛当局間の対話をはじめ、
日露海上事故防止協定に基づく年次会合や捜索・
救難共同訓練などを継続的に行っている。

ロシアとの関係については、ウクライナ情勢な
どを踏まえ、政府としてG

Group of Seven
7の連帯を重視しつつ

適切に対応することとしている。同時に、隣国で
あるロシアとの間で、不測の事態や不必要な摩擦
を招かないためにも実務的コンタクトは絶やさな
いようにすることが重要であり、これらの点を総
合的に勘案してロシアとの交流を進めている。

（2）最近の主要な防衛交流実績など
13（同25）年4月に行われた日露首脳会談で

は、アジア太平洋地域の役割の増大と、国際的安
全保障分野における大きな変化の中で、日露両国
間の安全保障・防衛分野における協力を拡大する
ことの重要性を確認し、日露「2＋2」を立ち上げ
ることで合意した。同年11月に実施された初の
日露「2＋2」において、陸軍種間の部隊間交流及
び演習オブザーバー相互派遣の定例化、アデン湾
における海自とロシア海軍の海賊対処部隊間の共
同訓練の実施及び日露サイバー安全保障協議の定
例開催などで合意した。

さらに、16（同28）年12月に行われた日露首
脳会談で、両首脳は、両国の安全保障会議間の対
話や防衛交流が行われていることを歓迎し、今後
もこれらの対話や交流を継続することで一致し
た。こうした中、17（同29）年1月、海自は16回
目となる日露捜索・救難共同訓練を舞鶴において
実施した。

同年3月に実施された第2回目の日露「2＋2」
においては、地域情勢などについて意見交換を行
うとともに、実務レベル協議、部隊間交流、日露
捜索・救難共同訓練などを引き続き継続していく
ことで一致した。北方領土への地対艦ミサイルの
配備や、北方四島を含み得る諸島への師団配備と
いった北方四島におけるロシア軍の軍備強化にか
かる動きについては、北方領土はわが国固有の領
土であるとのわが国の立場と相容れないものであ
り、遺憾である旨を日本側から申し入れた。

 参照
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資料57（最近の日露防衛交流・協力の主要な実績（過
去3年間））

 6 ASEAN諸国との防衛協力・交流

高い経済成長を続け、「世界の開かれた成長セ
ンター」としての潜在力を世界各国から注目され
ているASEAN諸国とわが国は、50年近くに及ぶ
交流の歴史と密接な経済関係を有する伝統的パー
トナーである。

わが国のシーレーンの要衝を占める地政学的に
重要な地域に位置するASEAN諸国は、わが国及
び地域全体の平和と繁栄の確保においても重要な
役割を果たしており、ASEAN諸国との間で安全
保障・防衛分野における協力を強化し、信頼関係
を増進することは重要である。

このような考えに基づき、ASEAN諸国との間
では、ハイレベル・実務レベル交流を通じた信頼
醸成及び相互理解の促進を行うとともに、能力構
築支援、共同訓練、防衛装備・技術協力などの実
質的な協力を推進している。また、これらの二国
間協力に加え、ADMMプラスやARFといった多
国間の枠組みでの協力も強化しており、16（同
28）年11月 に ラ オ ス で 開 催 さ れ た 第2回 日
ASEAN防衛担当大臣会合では、稲田防衛大臣か
ら、今後の日ASEAN防衛協力の指針として「ビ
エンチャン・ビジョン」を表明し、ASEAN全体
への防衛協力の方向性について、透明性をもって
重点分野の全体像を初めて示し、ASEANの全て
の国々から歓迎された。

こうした二国間・多国間の協力を積極的に促進
し、アジア太平洋地域の安全保障環境を安定化さ
せる観点から、ASEAN諸国との防衛協力・交流
の強化を図っている。

1節2項（防衛省・自衛隊が主催している多国間安全
保障対話）、図表Ⅲ-2-1-4（能力構築支援の最近の取
組状況（2016.6～2017.6））、図表Ⅲ-2-1-5（能力構
築支援の活動実績）、資料51（能力構築支援の実績）
資料58（最近のASEAN諸国との防衛協力・交流の
主要な実績（過去3年間））

（1）インドネシア
インドネシアは、ASEAN諸国の中で最大の国

土と人口を有する世界最大の島嶼国家であり、わ
が国と防衛分野において活発な協力・交流を行っ
ている。15（同27）年3月の日インドネシア首脳
会談において、ジョコ大統領と安倍内閣総理大臣
は、海洋と民主主義に支えられた戦略的パート
ナーシップの強化に合意し、日インドネシア「2
＋2」を開催することについて再確認した。同年
12月に東京で初めて開催された同会合では、防
衛装備品・技術移転協定の交渉の開始、多国間共
同訓練（コモド2016）への積極的な参加及び能
力構築支援を進展させることなどで合意した。17

（同29）年1月の日インドネシア首脳会議の際に
発出された共同声明では、安全保障・防衛分野の
緊密な協力をさらに推進することを目的として日
インドネシア「2＋2」の定期開催及び外務・防衛
当局間協議の開催を含め、外務・防衛当局間の
様々なレベルで対話を継続することの重要性が確
認された。また、実務レベルでも、外務・防衛当
局間協議、防衛当局間協議、各種教育・研究交流
など、各種レベルで交流が行われている。

軍種間では、16（同28）年12月に統幕長がラ
オス及びインドネシアを訪問したほか、同年4月
に海自の護衛艦がインドネシア周辺海空域で行わ
れたコモド2016に参加し、捜索救難・人道支援
に関する訓練を実施するとともに、17（同29）年
2月に外洋練習航海部隊がジャカルタに寄港し
た。

また、17（同29）年1月には、空自のKC-767
空中給油・輸送機がインドネシアを訪問し、部隊
間交流を実施した。

さらに、海洋学や海洋に関する国際法、国際航
空法に関する能力構築支援を通じた協力にも取り
組んでいる。

（2）ベトナム
約9千万の人口を擁する南シナ海の沿岸国であ

るベトナムとの間では、防衛当局間の協力・交流
が進展している。14（同26）年3月の日ベトナム
首脳会談においては、両国関係を「広範な戦略的
パートナーシップ」へと発展させることが合意さ
れ、また、17（同29）年1月には安倍内閣総理大
臣がベトナムを訪問し日ベトナム首脳会談におい

 参照

 参照

第Ⅲ部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

389 平成29年版	防衛白書

第
2
章

安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安
安

安



て、安全保障及び防衛分野における協力を強化す
ることが確認された。

15（同27）年11月の防衛相会談では、南シナ
海の戦略的要衝に位置するカムラン湾国際港への
海自艦艇の寄港、PKO分野における協力の継続、
人道支援・災害救援に関する海上訓練の実施、能
力構築支援の拡充、防衛装備・技術協力に関する
事務レベル協議の開始など、両国間の防衛協力を
強化させることで一致した。

同会談における合意に基づき、16（同28）年4
月にカムラン湾国際港に海自艦艇が初寄港すると
ともに、同年7月には統幕長がパシフィック・
パートナーシップ2016を視察するためベトナム
を訪問した。また、同年12月には空自輸送機部隊
がベトナムを訪問し、ベトナム防空・空軍と部隊
間交流を実施した。

今後も、防衛協力・交流の覚書を基礎として、
より具体的・実務的な協力を実現すべく、関係を
強化することが重要である。

（3）シンガポール
シンガポールは09（同21）年12月に、わが国

が東南アジア諸国の中で最初に防衛協力・交流の
覚書に署名した国であり、この覚書に基づき協力
関係が着実に進展している。シンガポールとの間
では、定期的に防衛当局間協議を行っており、こ
れまで15回の開催実績があるほか、英国国際戦
略研究所（I

the International Institute for Strategic Studies
ISS）が主催するシャングリラ会合に

はほぼ毎年防衛大臣が参加し、わが国の安全保障
政策について説明するなど、ハイレベル交流も活
発に行われている。

17（同29）年6月に開催された第16回シャン
グリラ会合において、稲田防衛大臣は、ウン国防
大臣と会談を行い、地域情勢や防衛協力・交流な
どについて意見交換を行い、引き続き関係強化を
図っていくことを確認した。

さらに、同年5月には、シンガポール海軍50周
年観艦式に海幕長が参加するとともに、海自の護
衛艦「いずも」及び「さざなみ」を派遣した。

その他、国連PKOや海賊対処活動などの国際
協力業務遂行に際した寄港や軍種間交流も積極的
に行われている。

（4）フィリピン
フィリピンとの間では、ハイレベル交流のほ

か、艦艇の訪問や防衛当局間協議をはじめとする
実務者交流、軍種間交流が頻繁に行われている。　
15（同27）年1月の防衛相会談では、日フィリピ
ン防衛協力・交流に関する覚書に署名し、防衛相
会談・次官級協議の定期的な実施、統幕及び各幕
の幕僚長とフィリピン国軍司令官及び各軍司令官
の間の相互訪問、訓練・演習への参加のほか、海
洋安全保障をはじめとする非伝統的安全保障分野
における協力を実施することとした。

また、同年11月の日比首脳会談では、防衛装備
品・技術移転協定について大筋合意に達し、16

（同28）年2月に同協定が署名された。
さらに、同年9月の日比首脳会談では人道支

援・災害救援、輸送及び海洋状況把握に係るフィ
リピンの能力向上を図るため、海自TC-90練習
機の移転などについて合意した。17（同29）年1
月のドゥテルテ大統領との日比首脳会談では、能
力構築支援、防衛装備協力や訓練・演習など、
様々な分野で防衛協力を推進することで一致し
た。

同年3月には、ヘラクレオ・アラノ・サング
レーポイント海軍基地において、日本から若宮防
衛副大臣、フィリピンからロレンザーナ国防大臣
の出席のもと、フィリピン海軍へ2機の海自
TC-90練習機の引き渡しが行われた。また、平成
29（2017）年度内をめどに残りの3機が移転さ
れる予定である。この移転は、単に機体の移転だ
けではなく、フィリピン海軍パイロットに対する

海自護衛艦「いずも」に乗艦するドゥテルテ大統領
（17（平成29）年6月）
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教育やフィリピン海軍などの整備要員に対する維
持整備の支援を含めた協力となっている。また、
同年6月、ドゥテルテ大統領が、外国の元首とし
て初めて、スービック港に寄港中の海自護衛艦

「いずも」に乗艦し、艦内の医療設備などを視察し
た。ドゥテルテ大統領は、その人道支援・災害救
援対処能力の高さを称賛したほか、河井内閣総理
大臣補佐官との間で、日フィリピンの二国間関係
や国際情勢について、親密かつ率直な意見交換を
実施し、視察後には、「日本は歴史的に大切な親友
であり、これからも共に歩んでいきたい」と述べ
た。

さらに、軍種間では、統幕長が16（同28）年9
月にCHOD会議参加のためフィリピンを訪問し
た際に、フィリピン参謀総長と会談を行った。こ
のほか、16（同28）年7月には空自輸送機部隊

（KC-767空中給油・輸送機）がフィリピンを訪
問し部隊間交流を実施するとともに、17（同29）
年5月に、米比共同訓練（バリカタン2017）に陸
海空自衛隊の要員が参加した。また、同年同月に
は、空幕長がフィリピンを訪問し、フィリピン空
軍司令官などとハイレベル交流を行った。

4章4節3項（新たな防衛装備・技術協力の構築）

（5）タイ
タイとの間では、早くから防衛駐在官の派遣や

防衛当局間協議を開始するなど、伝統的に良好な
関係のもと、防衛協力・交流の長い歴史を有して
いる。また、防衛大学校への留学生の受入れにつ
いては、1958（昭和33）年に初めて外国人留学

生として受け入れたのがタイ人学生であり、その
累計受入れ数も最多である。防衛省・自衛隊は、
05（平成17）年から米・タイ共催の多国間共同
訓練（コブラ・ゴールド）に参加しており、16（同
28）年2月には、統合幕僚長が同訓練を視察する
とともに、ハイレベル交流を実施した。

また、16（同28）年4月には、タイに対する初
めての能力構築支援として、国際航空法の分野に
おける人材育成セミナーを実施するとともに、同
年5月にはタイ空軍セイフティセンターに対して
飛行安全に関する招へい事業を行った。16（同
28）年6月には中谷防衛大臣（当時）がタイを訪
問し、プラユット首相への表敬やプラウィット副
首相兼国防大臣などとの会談を行い、二国間の防
衛協力・交流を強化することで一致した。

軍種間では、同年11月に空幕長がタイを訪問
し、防衛大学校卒業生で初めてタイ空軍司令官に
就任したジョム大将と会談した。また、同司令官
は、17（同29）年5月にわが国を訪問し、空幕長
と会談を行い、日タイ空軍種間の関係強化が地域
の平和と安定に寄与する重要なものであるとの認
識を共有した。また、同年1月には、空自U-4多用
途支援機がタイを訪問し、部隊間交流を実施した。

（6）カンボジア
カンボジアは、1992（同4）年にわが国として

初めて国連PKOに自衛隊を派遣して、以来、13
（同25）年から能力構築支援を開始するなど、両
国間での防衛協力・交流は着実に進展している。
同年12月、日カンボジア首脳会談において、両国
関係は戦略的パートナーシップへと格上げされ、
会談後、小野寺防衛大臣（当時）は日カンボジア
防衛協力・交流の覚書に署名を行った。また、道
路構築実習などの能力構築支援を通じた協力の強
化にも取り組んでいる。

軍種間では、17（同29）年2月に海自の外洋練
習航海部隊がシハヌークビルに寄港し、カンボジ
ア海軍と親善を目的とした部隊間交流を行った。

（7）ミャンマー
ミャンマーとの間では、11（同23）年3月の民

政移管後、防衛事務次官がミャンマーを初訪問し

 参照
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たほか、日本側主催の多国間会議にミャンマーか
らの参加を得る形で交流を発展させてきた。13

（同25）年11月には、第1回防衛当局間の協議を
首都ネーピードーで開催し、今後の防衛交流の進
め方について意見交換し、交流を強化していくこ
とで一致した。14（同26）年11月には、江渡防衛
大臣（当時）が第1回日ASEAN防衛担当大臣会
合に出席するため、議長国であったミャンマーを
訪問し、その際にウェイ・ルイン国防大臣（当時）
と会談し、防衛交流を促進することを確認した。

16（同28）年6月には、中谷防衛大臣（当時）
がミャンマーを訪問し、ミン・アウン・フライン
国軍司令官及びセイン・ウィン国防大臣とそれぞ
れ会談するとともに、アウン・サン・スー・チー
国家最高顧問を表敬した。16（同28）年9月には、
日ASEAN防衛当局次官級会合における基調講演
者として、セイン・ウィン国防大臣がミャンマー
の国防大臣として初めて訪日し、稲田防衛大臣と
会談を行い、対話や協力を通じて地域の平和と安
定を推進していくことの重要性を共有することで
一致した。

また、15（同27）年7月及び16（同28）年10
月に空軍司令官が訪日したほか、15（同27）年8
月に国軍副司令官兼陸軍司令官が訪日するなど、
ハイレベル交流が進展している。16（同28）年3
月には、空自輸送機部隊がミャンマーを訪問し、
ミャンマー空軍との初の部隊間交流を行った。さ
らに、航空気象などの能力構築支援を通じた協力
強化にも取り組んでいる。

（8）ラオス
ラオスとの間では、在ベトナム防衛駐在官が、

11（同23）年に在ラオス防衛駐在官併任となって
以来、防衛協力・交流が徐々に進展している。13

（同25）年4月には、ラオスから初となる防衛大学
校への留学生が派遣されたほか、同年8月、初の
日ラオス防衛相会談が行われた。14（同26）年よ
り、ラオスとADMMプラスにおける人道支援・
災害救援EWGの共同議長を務め、マルチの枠組
みにおける協力を通じ、日ラオス防衛当局間の関
係は大きく進展した。また、16（同28）年11月、
稲田防衛大臣が日本の防衛大臣として初めてラオ

スを訪問し、チャンサモーン国防大臣との間でハ
イレベル交流や能力構築支援など、さらなる防衛
協力の方策について意見交換を実施し、防衛協
力・交流を推進することで一致した。これを受け、
同年12月には初めて統幕長がラオスを訪問した。

また、空自輸送機部隊（KC-767空中給油・輸
送機）がラオスを訪問し、ラオス空軍と部隊間交
流を実施した。能力構築支援では、同年8月に陸
自がラオス陸軍工兵部隊及び衛生部隊に対して人
道支援・災害救援分野に関する教育を実施した。

（9）マレーシア
マレーシアとの間では、17（同29）年6月に開

催された第16回シャングリラ会合において、日
マレーシア防衛相会談を行い、二国間防衛協力・
交流などについて意見交換を行い、引き続き日マ
レーシア間で連携を図っていくことで一致した。

軍種間では、16（同28）年4月及び17（同29）
年3月に、マレーシア周辺海域において海自艦艇
とマレーシア海軍艦艇が親善訓練を行い、17（同
29）年2月にはマレーシア海軍司令官が訪日し、
海幕長との間で海洋安全保障に関する意見交換が
行われた。また、空自は、同1月に輸送機部隊

（U-4多用途支援機）がスバンを訪問し部隊間交
流を行った。

さらに、同年4月には、練習潜水艦を伴う海自
外洋練習航海部隊がコタ・キナバルに寄港するな
ど、様々な分野において自衛隊とマレーシア国軍
の関係強化が図られている。

マレーシア海軍主催国際観艦式などのためマレーシアを訪問し	
マレーシア皇太子の視察を受ける海自護衛艦「てるづき」

（16（平成28）年5月）
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（10）ブルネイ
ブルネイとの間では、13（同25）年8月、ブル

ネイで開催された第2回ADMMプラスの際、小
野寺防衛大臣（当時）がヤスミン首相府エネル
ギー大臣と会談を行い、ADMMプラスの取組に
つ い て 意 見 交 換 を 行 っ た。ま た、同 年6月 に
ADMMプラスの枠組みでブルネイにおいて初め
て開催された人道支援・災害救援及び防衛医学
EWG共催演習に陸・海・空の自衛隊機が参加し、
16（同28）年5月、ADMMプラス海洋安全保障
EWGの共同議長国であるブルネイにおいて開催
された共同演習に護衛艦「いせ」が参加し、その
際にブルネイ国王による「いせ」視察が行われた。

 7 その他のアジア太平洋諸国との防衛交流・
協力

図表Ⅲ-2-1-1（ハイレベルの交流実績（16（平成28）
年6月～17（平成29）年5月）、図表Ⅲ-2-1-4（能力構
築支援の最近の取組状況（2016.6～2017.6））、図表
Ⅲ-2-1-5（能力構築支援の活動実績）、資料51（能力構
築支援の実績）、資料59（最近のその他アジア太平洋
諸国との防衛協力・交流の主要な実績（過去3年間））

（1）ニュージーランド
ニュージーランドとの間では、13（同25）年8

月、防衛協力・交流に関する覚書に署名したほか、
14（同26）年7月の首脳会談では、ACSAに関す
る研究を行うことで一致した。

さらに、17（同29）年6月には、第16回シャン
グリラ会合に際して日ニュージーランド防衛相会
談を行い、両国間の様々なレベルで人的交流が積
極的に行われていることを評価し、艦艇や航空機
の部隊間交流を含む防衛協力をさらに促進してい
くことで一致した。

また、軍種間においては、16（同28）年11月
にニュージーランドで行われた国際観艦式及び
ADMMプラス海洋安全保障実動訓練に海自の護
衛艦「たかなみ」が参加するとともに、ニュージー
ランド主催多国間共同訓練にP-1哨戒機2機が参
加した。また、同月にニュージーランド南島で地
震が発生した際には、派遣されていたP-1哨戒機
1機が国際緊急援助活動として被災状況の確認を
行った。

また、同年10月には、ニュージーランド空軍輸

送機が来日して空軍種間として初となる部隊間交
流を行ったほか、17（同29）年2月には、空幕長
が12年ぶりにニュージーランドを訪問し、ニュー
ジーランド空軍主催エアショー（エアタトゥー）
に参加するとともに、ニュージーランド空軍司令
官と意見交換を実施し、防衛協力を深化させるこ
とで一致した。また、このエアショーには、KC-
767空中給油・輸送機を参加させ、部隊間交流を
行った。

（2）モンゴル
モンゴルとの間では、12（同24）年1月の防衛

協力・交流に関する覚書の署名後、ハイレベル交
流が進むとともに、能力構築支援を通じた協力の
強化にも取り組んでいる。15（同27）年5月の第
14回シャングリラ会合に際して、日モンゴル防
衛相会談を行い、両国の防衛協力・交流について
意見交換を行い、同年10月の統幕長とモンゴル
国軍参謀総長との会談では、PKO分野での安全
保障協力の推進について合意した。

また、16（同28）年9月には、能力構築支援事
業（施設分野）の修了式に際し、小林政務官がモ
ンゴルを訪問した。

（3）東ティモール
02（同14）年から、国連PKOとして独立支援

のために自衛隊を派遣した東ティモールとの間で
は、16（同28）年6月に中谷防衛大臣（当時）が
14年ぶりに東ティモールを訪問し、クリストバ

 参照

モンゴルにおいて行われた能力構築支援事業（施設分野）の修了式において
訓示する小林政務官（16（平成28）年9月）
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ウン大臣との間で、能力構築支援、留学生の防衛
大学校などへの派遣、海自艦艇の寄港などを通じ
て防衛当局間の交流を継続・深化させていくこと
で一致し、同年9月には護衛艦「ふゆづき」が東
ティモールに寄港した。

（4）スリランカ
16（同28）年12月に宮澤政務官が政務レベル

として初めてスリランカを訪問した。軍種間では、
同年に6回、同国海軍艦艇と海自艦艇による捜索
救難訓練などが実施されたほか、16（同28）年
11月、スリランカ海軍主催国際海洋安全保障シ
ンポジウム（ゴールダイアログ2016）に海自が
参加した。

 8 欧州諸国との防衛協力・交流

欧州は、わが国と普遍的価値を共有し、また、
テロ対策や海賊対処などの非伝統的安全保障分野
や国際平和協力活動を中心に、グローバルな安全
保障上の共通課題に取り組むための中核を担って
いる。そのため、欧州諸国と防衛協力・交流を進
展させることは、わが国がこうした課題に積極的
に関与する基盤を提供するものであり、わが国と
欧州の双方にとって重要である。

図表Ⅲ-2-1-1（ハイレベルの交流実績（16（平成28）
年6月～17（平成29）年5月）
資料60（最近の欧州諸国との防衛協力・交流の主要
な実績（過去3年間））

（1）英国
英国は、欧州のみならず世界に影響力を持つ大

国であるとともに、わが国と歴史的にも深い関係
があり、安全保障面でも米国の重要な同盟国とし
て戦略的利益を共有している。このような観点か
ら、国際平和協力活動、テロ対策、海賊対処など
のグローバルな課題における協力や地域情勢など
に関する情報交換を通じ、日英間で協力を深める
ことは、わが国にとって非常に重要である。

英国との間では、12（同24）年6月に防衛協力
のための覚書が取り交わされたのに続き、13（同

25）年7月に防衛装備品・技術移転協定が発効し
たほか、14（同26）年1月には日英情報保護協定
が発効し、二国間の防衛装備・技術協力及び情報
共有の基盤が整備された。

14（同26）年5月の日英首脳会談において、両
首脳は、安全保障分野の協力強化のため、日英「2
＋2」の開催、ACSAの交渉開始、自衛隊と英国
軍の共同訓練の強化を目指すことについて一致し
た。これを受け、15（同27）年1月に第1回「2＋
2」が開催され、安全保障及び防衛分野の協力を
強化していくことで一致するとともに、戦略的情
勢認識の共有を図った。また、16（同28）年1月
の第2回「2＋2」では、①防衛装備・技術協力に
ついて、これまで実施してきた2件の共同研究の
進捗とともに、新たに人員脆弱性評価についての
共同研究を開始すること、②同年内の英国空軍機
タイフーンの訪日やペルシャ湾での国際掃海訓練
時における日英共同訓練を追求すること、③東南
アジア諸国の能力構築において二国間で連携して
いくこと、④ACSAの可能な限り早期の締結を目
指すことなどについて確認した。

これを受け、16（同28）年6月及び10月に両
国で能力構築支援に係る日英防衛当局間課長級
ワーキング・グループを開催したほか、10月か
ら11月に英国空軍タイフーン戦闘機部隊が三沢
基地を訪問し、空自との共同訓練を実施した。本
訓練は、空自が日本を拠点として、米国以外の国
と行った初めての共同訓練であった。また、17

 参照

政務レベルで初めてスリランカを訪問し大統領を表敬する宮澤政務官
（16（平成28）年12月）
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（同29）年1月には、日英ACSA11 への署名が行
われ、その後、関連法令を整備した。これにより、
共同訓練や大規模災害対処などにおいて、自衛隊
と英国軍との間で、水・食糧・燃料・輸送などの
物品又は役務を統一的な手続により相互に融通す
ることが可能となり、日英間の戦略的パートナー
シップが一層円滑・強固なものとなる。

このほか、16（同28）年7月、空自のKC-767
空中給油・輸送機が英国で開催された国際航空
ショー（R

Royal International Air Tattoo
IAT）に参加し、部隊間交流を実施する

とともに、同年11月には、英国王立安全保障研究
所（R
Royal United Services Institute

USI）アジア本部にて開催された第3回
RUSI日英安全保障会議において空幕長及び英空
軍参謀長がパネルディスカッションに参加してい
る。さらに、同年同月には、アデン湾において日

11	 対象となる活動として、①共同訓練、②国際連合平和維持活動、③国際連携平和安全活動、④人道的な国際救援活動、⑤大規模災害への対処、⑥在外邦人等
の保護措置及び輸送、⑦連絡調整その他の日常的な活動、⑧それぞれの国内法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動が挙げられている。

英海軍艦艇による親善訓練を実施するなど、交流
が進展している。

（2）フランス
フランスは、欧州やアフリカのみならず、世界

に影響力を持つ大国であるとともに、わが国と歴
史的にも深い関係を持つ特別なパートナーであ
る。

14（同26）年1月には、パリで第1回「2＋2」
が開催され、同年7月にはル・ドリアン国防大臣
が訪日し、防衛協力・交流に関する意図表明文書
が署名された。15（同27）年3月に東京で開催さ
れた第2回「2＋2」では、テロの脅威を強調の上、
情報交換やアフリカ・中東での協力を強化し、国
際社会と協力してテロとの闘いに取り組んでいく

日英共同訓練（ガーディアン・ノース16）に参加して

Column

Voice

英空軍第2飛行隊長（当時）　ロジャー・エリオット中佐

ガーディアン・ノース16は、英空軍にとって3か月間に渡るアジア派遣のハイライトの1つであり、
タイフーン戦闘機の部隊にとっては運用開始からの10年間で最も挑戦的なものとなりました。第2飛行
隊は、この訓練のために所属基地から約1万海里におよぶ距離を飛行して日本へ到着しました。様々な
地域にタイフーン戦闘機を派遣してきた英空軍にとっても、これほど遠くに派遣したのは初めてのこと
であり、様々な課題に直面することとなりました。しかし、空自と英空軍の協力に加えて三沢基地の皆様
からの温かいご支援をいただいたことにより、無事日本に到着し、訓練を行うことができました。
ガーディアン・ノース16は、効果的な訓練であったと同時に、お互いを知る良い機会でもありました。

私にとってのガーディアン・ノース16の思い出、それは三沢で迎え入れていただいた皆様の情熱、おも
てなしの心、素晴らしい和食文化、そして十和田八幡平の温泉です。しかし、何よりの思い出は第3航空
団をはじめとした空自の皆様と日本の空を飛行できたことです。いつか英国の空でも日本の皆様と飛べ
ることを心待ちにしています。

写真中央が筆者 共同訓練時の風景
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こと、防衛装備・技術協力、海洋安全保障などの
分野での協力を強化していくことを確認するとと
もに、防衛装備品・技術移転協定に署名した。17

（同29）年1月には、パリで第3回「2＋2」が開
催され、①日仏ACSAの交渉開始、②防衛装備・
技術分野での初の具体的協力案件として、機雷対
処用水中無人航走体に関する協力を具体化してい
くこと、③共同訓練を推進することを確認したほ
か、宇宙状況把握（SSA）を始めとする宇宙分野
での協力を具体化することへの期待を表明した。
これを受けて、17（同29）年3月に、第2回日仏
包括的宇宙対話が開催され、日仏間のSSA協力を
強化するため、「日本国の権限のある当局とフラ
ンス共和国国防大臣との間の宇宙状況把握に係る
情報共有に関する技術取決め」に署名し、具体的
な協力を促進することで一致した。

17（同29）年6月には、第16回シャングリラ
会合に際して日仏防衛相会談を行い、両大臣は、
フランスによるアジア太平洋地域への関与の重要
性を確認するとともに、日仏英米による共同訓練
実施を歓迎しつつ、共同訓練や防衛装備・技術協
力をはじめとする防衛協力・交流を一層強化して
いくことで一致した。

また、ニューカレドニア駐留仏軍主催人道支
援・災害救援訓練（赤道・南十字星）に14（同
26）年から自衛隊が参加している。

（3）NATO
14（同26）年5月に安倍内閣総理大臣が欧州を

訪問した際、NATO本部においてラスムセン事
務総長（当時）と会談を行い、日NATO国別パー
トナーシップ協力計画に署名した。

この計画に基づき、同年12月、女性・平和・安
全保障分野における日NATO協力として、初め
てNATO本部に陸自の女性自衛官を派遣すると
ともに、15（同27）年以降、「ジェンダー視点の
NATO委員会（N

NATO Committee on  Gender Perspectives
CGP）年次会合」に防衛省・自

衛隊より参加している。
17（同29）年1月、稲田防衛大臣が10年ぶり

にブリュッセルのNATO本部を訪問し、ストル
テンベルグ事務総長と会談を行った。会談では、
今日の安全保障上の諸課題に対処していく上での

日NATO協力の重要性を確認し、海賊対処を含
む海洋安全保障、サイバー、人道支援・災害救援、
女性・平和・安全保障をはじめとする様々な分野
における協力を推進していくことで一致した。ま
た、同会談において、以前よりNATO側から提
案のあった欧州連合軍への連絡官派遣について、
稲田防衛大臣から連絡官派遣の意向を伝え、同年
2月から、欧州連合軍最高司令部に新規に連絡官
が配置された。

また、16（同28）年6月、パベルNATO軍事委
員長が日本を公式訪問し、統幕長と会談を行い、
日NATO国別パートナーシップ協力計画に基づ
き、引き続き緊密に協力していくことを確認した。

（4）その他の欧州諸国
ドイツとの間では、15（同27）年5月、シンガ

ポールで開催された第14回シャングリラ会合に
おいて、フォン・デア・ライエン国防相と6年ぶ
りとなる日独防衛相会談が行われたほか、16（同
28）年9月に統幕長が訪独するなど、ハイレベ
ル・実務レベルの交流が進展している。

イタリアとの間では、16（同28）年6月に情報
保護協定が発効したほか、17（同29）年5月に防
衛装備品・技術移転協定への署名がなされるな
ど、防衛協力を行っていく上での制度面の整備が
進んでいる。16（同28）年6月には、第15回シャ
ングリラ会合に際して日伊防衛相会談を行い、両
大臣は、日伊外交関係樹立150周年の節目の年を
捉え、海自遠洋練習航海部隊のイタリア寄港や防
衛装備・技術協力をはじめとする日伊防衛協力・
交流を進めていくことで一致した。17（同29）年

パリにおける第3回日仏「2＋2」に参加した稲田防衛大臣
（17（平成29）年1月）
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5月には、ピノッティ国防大臣が訪日し、防衛相
会談に際して、防衛協力・交流の覚書への署名が
なされたほか、今後、防衛装備・技術分野を始め
とする日伊間の防衛協力・交流をさらに活発化さ
せていくことを確認した。

オランダとの間では、同国軍参謀総長が15（同
27）年10月に来日して統幕長と会談し、PKOや
海賊対処での協力を図ることで合意したほか、16

（同28）年12月にヘニス・プラサハート国防大
臣が訪日し、日オランダ防衛相会談に際して防衛
協力・交流の覚書が署名された。

北欧諸国との間では、局長級の防衛当局間協議
に加え、17（同29）年2月の防衛審議官によるス
ウェーデン及びフィンランド訪問、同年同月の統
幕長のスウェーデン訪問や同年3月のフィンラン
ド空軍司令官訪日といったハイレベルの交流など
を通じて関係の強化が図られている。

 9 その他諸国

図表Ⅲ-2-1-1（ハイレベルの交流実績（16（平成28）年
6月～17（平成29）年5月）
資料61（最近のその他の諸国との防衛協力・交流の
主要な実績（過去3年間））

カナダとの間では、これまで、ハイレベル交流
や防衛当局間協議などが行われてきた。直近では、
16（同28）年6月に、第15回シャングリラ会合
に際して日加防衛相会談を行い、両大臣は、日加
両国は同じ太平洋国家であり、基本的価値を共有
するパートナーであることを確認し、定期協議や
艦艇の相互訪問を含む防衛交流が着実に実施され
ていることを歓迎しつつ、カナダ新政権において
もさらに交流を進展させていくことで一致した。

コロンビアとの間では、15（同27）年3月、訪
日したピンソン国防大臣と初の防衛相会談を行っ
た。また、16（同28）年12月には防衛交流に関
する覚書に署名し、今後具体的な交流を進めてい
くこととしている。

ブラジルとの間では、16（同28）年2月、陸幕
長が初めて訪問し、ブラジル陸軍との交流の本格
化について合意した。

カザフスタンとの間では、16（同28）年10月、

カザフスタンに対する能力構築支援事業として、
カザフスタン国防省要員の5名を日本へ招へい
し、主に医療分野における取組などについて説明
するとともに、自衛隊が使用している機材・施設
の視察や戦傷外科に関する実習の見学などを実施
した。

中東諸国については、トルコとの間で、12（同
24）年7月に、事務次官がドゥンダル国防次官（当
時）との会談において防衛交流・協力の意図表明
文書に署名した。13（同25）年3月には、ユルマ
ズ国防大臣（当時）が訪日して日トルコ防衛相会
談を行い、防衛当局間協議を早期に開催すること
や各種の防衛交流を進めていくことについて合意
した。また、16（同28）年5月には、陸幕長がト
ルコを訪問し、陸軍種間の防衛協力・交流を推進
することで合意した。

ヨルダンとの間では、16（同28）年10月、ア
ブドッラー国王が訪日した際に、日ヨルダン防衛
交流に関する覚書に署名した。また、17（同29）
年2月には、ヨルダン統合参謀本部議長を日本に
公式招待し、統幕長との会談において、今後も覚
書に基づき、ヨルダンとの交流を推進することで
合意した。

サウジアラビアとの間では、13（同25）年4月
及び14（同26）年2月に首脳会談を行い、安全保
障分野での対話や防衛交流の促進、両国安全保障
会議間での対話の開始を含む様々なレベルでの協
議と協力を継続し、二国間の包括的パートナー
シップを強化することを改めて確認した。16（同
28）年9月にはムハンマド・ビン・サルマン副皇
太子兼国防大臣が訪日して日サウジアラビア防衛

 参照

サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン国防大臣（右）と握手する
河野統幕長（左）（17（平成29）年1月）
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相会談を行うとともに、日サウジアラビア防衛交
流に関する覚書に署名した。また、軍種間では、
17（同29）年1月に統幕長がサウジアラビアを訪
問し、参謀総長との会談において、両国がそれぞ
れ派遣している防衛駐在官及び国防武官を通じ、
さらに交流を進展させていくことで合意した。

アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート及
びカタールとの間では、13（同25）年5月及び8
月、安倍内閣総理大臣が相次いで訪問し、安全保
障・防衛分野での協力の促進の必要性について認
識を共有した。また、12（同24）年4月にはバー
レーンとの、15（同27）年2月にはカタールとの
間で防衛交流に関する覚書が署名された。また、
軍種間では、17（同29）年1月に統幕長がカター
ルを訪問し、参謀総長との会談において、カター
ル軍の教育機関における自衛隊員に対するアラビ
ア語研修支援を、今後も継続していくことで合意
した。

オマーンとの間では、14（同26）年1月、安倍
内閣総理大臣がカブース国王と会談を実施し、海
上航路の安全確保のための海賊対策などを含む海
洋安全保障分野での協力強化や防衛交流の促進に
ついて合意した。また、軍種間では、17（同29）
年2月に統幕長がオマーンを訪問し、参謀総長と

会談し、アデン湾及びアラビア海のシーレーンの
重要性について認識を共有した。

ジブチについては、現在、海外で唯一、自衛隊
の拠点が存在し、海賊対処のための取組を実施し
ている。16（同28）年8月には稲田防衛大臣がジ
ブチを訪問し、アデン湾を航行する船舶の安全確
保に寄与する自衛隊の取組の重要性に関して双方
が認識を共有した。また、同年11月には陸幕長が
ジブチ陸軍司令官を日本に公式招待するととも
に、17（同29）年1月から3月の間、ジブチ軍に
対し災害対処能力強化支援事業として、重機の操
作教育を実施するなど、同国との関係強化を図っ
ている。

派遣海賊対処行動航空部隊を視察し搭乗員から説明を受ける
稲田防衛大臣（ジブチ）（16（平成28）年8月）
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